
春日井市ごみステーション整備に係る補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、一般家庭から排出される廃棄物（以下「ごみ」という。）

の飛散防止及び鳥獣による散乱防止を図るため、ごみステーションに折り畳み

型ごみボックス等を設置する区・町内会等に補助金を交付することとし、その

交付については、春日井市補助金等に関する規則（昭和54年春日井市規則第４

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところに

よる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴ ごみステーション 春日井市ごみステーション設置要綱（平成21年２月１

日施行）に基づいて設置されたごみの排出場所 

 ⑵ 折り畳み型ごみボックス 開口部付きで底部を除き開放部のない箱状の格

子金網等で覆われた折りたたみ式のもので、ごみ袋が外部から視認できる構

造で、ごみを収集する際に、内部への進入を要しない形状で耐久性のあるも

の 

 ⑶ 箱型ごみボックス 開口部付きで開放部のない箱状の格子金網等で覆われ

たもので、ごみ袋が外部から視認できる構造で、ごみを収集する際に、内部

への進入を要しない形状で耐久性のあるもの 

⑷ 非箱状ごみ散乱防止用品 非箱状のもので、物理的にごみを鳥獣から遮断

することができるネット等に類する耐久性のあるもので、市長が認めたもの 

 ⑸ ごみステーション整備用品 ごみステーション整備のため必要となる側溝

の蓋等の用品で、市長が認めたもの 

 ⑹ 町内会等 区、町内会及び自治会をいう。 

（補助対象用品） 

第３条 補助金の交付の対象となる用品（以下「補助対象用品」という。）は、

ごみステーションのごみ散乱防止又はごみステーションの整備に資するもの

で、次の各号に定めるものとする。 



 ⑴ 折り畳み型ごみボックス 

 ⑵ 箱型ごみボックス 

 ⑶ 非箱状ごみ散乱防止用品 

 ⑷ ごみステーション整備用品 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、次に掲げる者とする。 

⑴ 町内会等  

⑵ 共同住宅の所有者若しくは管理者（管理組合等の代表者を含む。） 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、補助対象用品の購入又は作製に当たり必要となった資

材の金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）とする。 

２ 修繕に要した費用は、補助対象としない。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１に相当する額（その額に100円未

満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。）とし、第３条第

１号から第３号に定める補助対象用品１基当たりについて、同条第４号に定め

るごみステーション整備用品を含め、10,000円を上限とする。 

２ 第３条第４号に定める補助対象用品に対する補助については、同条第１号か 

ら第３号に定める補助対象用品と同時に設置することを条件とする。 

（設置要件） 

第７条 補助対象用品は、春日井市ごみステーション設置要綱に基づく設置基準

を満たす場所に補助対象者自ら設置するものとし、それぞれの補助対象用品に

ついて別表に定める要件を満たさなければならない。 

（協議） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、ごみステーション整備用品設置協

議書（第１号様式。以下「設置協議書」という。）に次に掲げる書類を添え

て、市長に協議し、事前に承認を受けなければならない。 

 ⑴ ごみステーション位置図 

 ⑵ 補助対象用品の配置予定図 



 ⑶ 購入する用品の本体、型番又は図面等形状若しくは作製する用品の図面等

形状が確認できるもの 

 ⑷ 当該ごみステーションの使用人数が分かる資料（３基以上設置する場合に

限る。） 

２ 市長は、前項の設置協議書が提出された場合には、その内容を審査するとと

もに現地調査を行い、速やかに補助対象用品設置の可否を決定し、ごみステー

ション整備用品設置承認通知書（第２号様式。以下「承認通知書」という。）

又はごみステーション整備用品設置不承認通知書（第３号様式）により、補助

対象者に通知しなければならない。 

（交付申請）  

第９条 規則第３条及び第９条の規定にかかわらず、前条の承認通知書を受けた

者は、補助対象用品の設置完了後、ごみステーション整備費補助金交付申請兼

設置完了報告書（第４号様式。以下「交付申請書」という。） に次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助対象用品の設置状況を示す写真 

⑵ 申請者名義の領収書の写し（補助対象用品の設置に要した費用がわかるも

の） 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の交付申請書は、補助対象用品の設置後１か月以内又は前条で設置承認

された日が属する年度の３月15日のいずれか早い日までに提出しなければなら

ない。 

（交付決定） 

第10条 市長は、前条の交付申請書が提出された場合には、その内容を審査する

とともに現地調査を行い、適当と認めたときは、ごみステーション整備費補助

金交付決定通知書（第５号様式。以下「交付決定通知書」という。）により、

申請者に通知しなければならない。 

（交付請求） 

第11条 前条の交付決定通知書を受けた者は、ごみステーション整備用品補助金

交付請求書（第６号様式）を交付額の確定された日の属する年度の末日までに

市長に提出しなければならない。   



（交付決定の取消し） 

第12条 市長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認めた場合には、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 補助対象者が、補助対象用品の設置を取りやめたとき。 

 ⑵ 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定等を受け、又は補助金の

交付を受けたとき。 

（補助金の返還） 

第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し

た場合には、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（遵守事項） 

第14条 補助対象用品にあっては、補助金の交付を受けた年度から５年を経過し

ないで補助の目的に反してこれを使用し、譲渡し、撤去し、又は移設してはな

らない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りではない。 

２ 補助対象者は、設置した補助対象用品を適正に維持管理しなければならな 

い。 

３ 補助対象者は、補助対象用品の設置について、法、政令、省令その他の関係 

法令を遵守しなければならない。 

（雑則） 

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

 

（別表）（第７条関係） 

補助対象用品 設置要件 

折り畳み型ごみボックス ⑴ 原則としてごみステーション１か所当たり２基までとする。た

だし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。 

⑵ 側溝の上に置く場合は蓋をすること。 

⑶ 歩行者や自動車の通行の支障とならない場所であること（電柱

等の脇で歩行者、自動車から遮蔽できる場所であること）。 

⑷ 夜間における視認性確保のため、反射材を取付けること。 

⑸ 強風等で移動しないよう対策を講じること。 

⑹ 個人又は法人が所有する敷地内に設置する場合は、了承を得る

こと。 

箱型ごみボックス ⑴ 原則としてごみステーション１か所当たり２基までとする。た

だし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。 



⑵ 強風等で移動しないよう対策を講じること。 

⑶ 個人又は法人が所有する敷地内に了承を得て設置すること。 

非箱状ごみ散乱防止用品 ⑴ 原則としてごみステーション１か所当たり２基までとする。た

だし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。 

⑵ 側溝の上に置く場合は蓋をすること。 

⑶ 歩行者や自動車の通行の支障とならないよう対策を講じるこ

と。 

⑷ 強風等で移動しないよう対策を講じること。 

⑸ 個人又は法人が所有する敷地内に設置する場合は、了承を得る

こと。 

ごみステーション整備用品 ⑴ 他の補助対象用品と同時に設置する場合のみ補助対象とする。 

⑵ 歩行者や自動車の通行の支障とならないよう対策を講じるこ

と。 

⑶ 個人又は法人が所有する敷地内に設置する場合は了承を得るこ

と。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

２ この要綱の規定は、平成28年４月１日以後の申請に係る補助金について適用

する。 

 

附 則 

１ 改正後の春日井市ごみステーション整備に係る補助金交付要綱は、令和４年４

月１日から施行する。 

２ この要綱の規定は、令和４年４月１日以後の申請に係る補助金について適用し、

同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際、改正前の春日井市ごみステーション整備に係る補助金交

付要綱の規定に基づいて調整されている用紙類で現に使用されているものは、改

正後の春日井市ごみステーション整備に係る補助金交付要綱の規定にかかわら

ず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。 

 

  



第１号様式その１（第８条関係） 

 

ごみステーション整備用品設置協議書 

 

年  月  日 

 （宛先）春日井市長 

 

申
請
者 

町内会等名称  

役職・氏名  電話番号  

住 所  

  

ごみステーション整備用品の設置について、次のとおり協議します。 

 

補助対象用品 

・数量 

※該当するものにチ

ェックし数量を記入 

□ 折り畳み型ごみボックス （   基） 

□ 箱型ごみボックス    （   基） 

□ 非箱状ごみ散乱防止用品 （   基） 

□ ごみステーション整備用品（            ）  

※上記のいずれかと同時設置が条件 

設置予定場所 春日井市                         

誓約事項 

※□にチェック 

□ 協議にあたり、次の誓約事項を遵守します。 

 ⑴ 補助金交付について、春日井市ごみステーション整備に係る補助金

交付要綱を遵守します。 

 ⑵ 補助対象用品は、歩行者などの通行の妨げとならないよう適切な使

用と維持管理をしていきます。 

 ⑶ 当該補助対象用品に起因する問題が生じた場合は、申請者の責任に

おいて適切に対応・改善します。 

 

 

 

 

 

ごみステーション位置図、補助対象用品の配置予定図、型番や図面等形状がわかるものを

添付してください。 

市使用欄 



第１号様式その２（第８条関係） 

 

ごみステーション整備用品設置協議書 

 

年  月  日 

 （宛先）春日井市長 

 

申
請
者 

集合住宅名称  

所有者・管理者名  電話番号  

住 所  

  

ごみステーション整備用品の設置について、次のとおり協議します。 

 

補助対象用品 

・数量 

※該当するものにチ

ェックし数量を記入 

□ 折り畳み型ごみボックス （   基） 

□ 箱型ごみボックス    （   基） 

□ 非箱状ごみ散乱防止用品 （   基） 

□ ごみステーション整備用品（            ） 

※上記のいずれかと同時設置が条件 

設置予定場所 春日井市                         

誓約事項 

※□にチェック 

□ 協議にあたり、次の誓約事項を遵守します。 

 ⑴ 補助金交付について、春日井市ごみステーション整備に係る補助金

交付要綱を遵守します。 

 ⑵ 補助対象用品は、歩行者などの通行の妨げとならないよう適切な使

用と維持管理をしていきます。 

 ⑶ 当該補助対象用品に起因する問題が生じた場合は、申請者の責任に

おいて適切に対応・改善します。 

 

 

 

 

 

ごみステーション位置図、補助対象用品の配置予定図、型番や図面等形状がわかるものを

添付してください。 

市使用欄 



第２号様式（第８条関係） 

 

ごみステーション整備用品設置承認通知書 

 

第     号 

年  月  日 

        様 

 

春日井市長         

 

  年 月 日付けで協議のありましたごみステーション整備用品の設置については、次

のとおり承認します。 

 

（仮）承認番号  

設置予定場所 春日井市                         

補助対象用品 

・数量 

□ 折り畳み型ごみボックス （   基） 

□ 箱型ごみボックス    （   基） 

□ 非箱状ごみ散乱防止用品 （   基） 

□ ごみステーション整備用品 （            ） 

 

・注意事項 

 当該承認通知書を受領した方は、ごみステーション整備費補助金交付申請兼設置完了報

告書（第４号様式）に必要書類を添付して提出してください。 

 【添付書類】 

 ⑴ 補助対象用品の設置状況を示す写真 

 ⑵ 申請者名義の領収書の写し（補助対象用品の設置に要した費用がわかるもの） 

⑶ その他、市長が必要と認める書類 

 

 

 

 



第３号様式（第８条関係） 

 

ごみステーション整備用品設置不承認通知書 

 

第     号 

年  月  日 

        様 

 

春日井市長         

 

  年 月 日付けで協議のありましたごみステーション整備用品の設置については、次

の理由により不承認とします。 

 

設置予定場所 春日井市                         

補助対象用品 

・数量 

□ 折り畳み型ごみボックス （   基） 

□ 箱型ごみボックス    （   基） 

□ 非箱状ごみ散乱防止用品 （   基） 

□ ごみステーション整備用品 （            ） 

不承認理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式その１（第９条関係） 

 

ごみステーション整備費補助金交付申請兼設置完了報告書 

 

年  月  日 

 （宛先）春日井市長 

 

申
請
者 

町内会等名称  

役職・氏名  電話番号  

住 所  

 ごみステーション整備に係る補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請するととも

に設置完了を報告します。 

補助対象用品 

・数量 

※該当するものにチ

ェックし数量を記入 

□ 折り畳み型ごみボックス （   基）上限 10,000円/基 

□ 箱型ごみボックス   （   基）上限 10,000円/基 

□ 非箱状ごみ散乱防止用品 （   基）上限 10,000円/基 

□ ごみステーション整備用品（             ）  

※上記のいずれかと同時設置が条件 

補助金交付 

申請額 

          円 

※補助対象用品（消費税及び地方消費税を含む）の２分の１に相当する額で、

100円未満の端数は切り捨て 

設置場所 春日井市                         

 

【添付書類】 

⑴ 補助対象用品の設置状況を示す写真 

⑵ 申請者名義の領収書の写し（補助対象用品の設置に要した費用がわかるもの） 

⑶ その他、市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

市使用欄 



第４号様式その２（第９条関係） 

 

ごみステーション整備費補助金交付申請兼設置完了報告書 

 

年  月  日 

 （宛先）春日井市長 

 

申
請
者 

集合住宅名称  

所有者・管理者名  電話番号  

住 所  

 ごみステーション整備に係る補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請するととも

に設置完了を報告します。 

補助対象用品 

・数量 

※該当するものにチ

ェックし数量を記入 

□ 折り畳み型ごみボックス （   基）上限 10,000円/基 

□ 箱型ごみボックス   （   基）上限 10,000円/基 

□ 非箱状ごみ散乱防止用品 （   基）上限 10,000円/基 

□ ごみステーション整備用品（             ） 

 ※上記のいずれかと同時設置が条件 

補助金交付 

申請額 

          円 

※補助対象用品（消費税及び地方消費税を含む）の２分の１に相当する額で、

100円未満の端数は切り捨て 

設置場所 春日井市                         

 

【添付書類】 

⑴ 補助対象用品の設置状況を示す写真 

⑵ 申請者名義の領収書の写し（補助対象用品の設置に要した費用がわかるもの） 

⑶ その他、市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

市使用欄 



第５号様式（第 10条関係） 

 

ごみステーション整備費補助金交付決定通知書 

 

第     号  

  年  月  日  

 

             様 

 

春日井市長            

 

   年  月  日付けの申請については、次のとおり補助金を交付することに決定し

ました。 

  

  １ 承認番号       

２ 補助金の額       円 

３ 設置場所 

    春日井市                                

４ 補助対象用品 

□ 折り畳み型ごみボックス  （   基） 

□ 箱型ごみボックス    （   基） 

□ 非箱状ごみ散乱防止用品  （   基） 

□ ごみステーション整備用品 （                  ） 

 

 

 

 



第６号様式その１（第 11条関係） 

 

ごみステーション整備費補助金交付請求書 

 

  年  月  日  

 

 （宛先）春日井市長 

 

町内会等名称  

役職・氏名  電話番号  

住   所  

 

 

 ごみステーション整備費補助金について、次の金額を請求します。 

 １ 件名   ごみステーション整備費補助金 承認番号      

２ 請求金額  

 

支 払 方 法 

口座振替 

 

金 

融 

機 

関 

等 

 銀 行 

信用金庫 

農 協 

預金種別 口座番号        

 
普 通 

当 座 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

 

口座名義人 

 

 
支 店 

 

 

      円 



第６号様式その２（第 11条関係） 

 

ごみステーション整備費補助金交付請求書 

 

  年  月  日  

 

 （宛先）春日井市長 

 

集合住宅名称  

所有者・管理者名  電話番号  

住 所  

 

 

 ごみステーション整備費補助金について、次の金額を請求します。 

 １ 件名   ごみステーション整備費補助金 承認番号      

２ 請求金額  

 

支 払 方 法 

口座振替 

 

金 

融 

機 

関 

等 

 銀 行 

信用金庫 

農 協 

預金種別 口座番号        

 
普 通 

当 座 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

 

口座名義人 

 

 
支 店 

 

 

      円 


